【宮城県版】
小学生用　租税教育教材　シナリオ
	項目・
学習のねらい
	シ　ナ　リ　オ

	１スライド目




２スライド目
ワーク
学習のねらい
税金について知っていることや自分の考えを発言し合うことで、意欲・関心を高める。









３スライド目
学習のねらい
税金の種類の多さから、様々な方法で集めていることを学ぶ。



４スライド目
学習のねらい
身近な「消費税」等を例に挙げ、税金の仕組みを学ぶ。








５スライド目









６スライド目
学習のねらい
身近な税金の使い道について、クイズ形式で学ぶ。





７スライド目
学習のねらい
税金の使い道の具体例とともに、どのくらいの金額の税金が使われているのかを学ぶ。




８スライド目



９スライド目
学習のねらい
税金の使い道を踏まえて、税の役割を学ぶ。
10スライド目
学習のねらい
税金の使い道を決める責任は、国や地方議会等の制度を通して、国民や住民にあることを学ぶ。


11スライド目
学習のねらい
どのようなことにどれくらいの税金が使われているか、グラフを通して学ぶ。


↓宮城県版↓
12スライド目





13スライド目
学習のねらい
自身の住んでいる県では、どのようなことに税金が使われているか、グラフや画像を通して学ぶ。さらに、他の地域の予算も比較することで、地域によって金額や使い道が異なることを学ぶ。



14スライド目












15スライド目
学習のねらい
自然災害からの復旧・復興にも税金が使われていることを学ぶ。



↑宮城県版↑

1６スライド目
まとめ



17スライド目
（必要に応じて使用する）





1８スライド目
	今日の授業では、皆さんと一緒に「税金とはどのようなものか」ということを学んでいきたいと思います。

まず、皆さんと「税金について考えてみよう」と思います。

　グループ（５人１グループ程度）になり、２スライド目の「ワーク：税金について考えてみよう」の「１」に「知っている税金」を皆で話し合って、出た税金の名前を入力してください。「２」には、皆で考えて「税金の種類が何種類くらい」あるか入力してみてください。
その後、グループとして、税金が必要か話し合って決めて、「３」の「必要だ」又は「必要ない」のどちらかに○を付けてください。また、「必要だ」又は「必要ない」と思う理由も入力してください。

　～1０分程話し合う時間をとる～

～３グループに聞く（コメントはしない）～

「必要だ」・「必要ない」についての理由が色々出ました。

それでは、これから、どのような税金がどのようなところで使われているのか説明していきますので、私の説明を聞きながら、もう一度、税金が必要か、必要ないかを考えてみてください。

最初に、ワークで皆さんに考えてもらった税金の種類ですが、現在の日本には、税金は約50種類あります。

例えば、働いて給料をもらったら「所得税」や「住民税」、家を持っていると「固定資産税」、買い物をしたら「消費税」がかかります。他にも、車を持っている場合や、温泉に入ったときにも税金がかかります。これら以外にも税金の種類はたくさんありますが、国に納める税金は、「国税」、地方公共団体（都道府県や市区町村）に納める税金は、「地方税」といいます。

今、お話した税金の中で、皆さんと関わりが多い税金は、「消費税」かなと思います。ここで、「皆さんがお店で消費税を払ってから、国や地方公共団体へ納められるまでの流れ」について、具体的な例を挙げて説明します。

例えば、皆さんが1,000円のゲームを買ったとします。このとき、ゲームの品物の金額1,000円と一緒に消費税（10％）100円をお店の人に支払います。お店の人は、ゲームを買った人達から預かった消費税の額を計算して、税務署に納めます。この例で言うと、お店の売上げが先程のゲーム1,000円だけだった場合、その後、税務署に納められる消費税は、100円になり、日本（にっぽん）銀行で保管されます。この100円のうち、78円は国税、22円は地方税として、国や地方公共団体の収入となります。
このように、消費税は、お客さんからお店が預かって、まとめて税務署に納めています。

今説明したように、お店で商品を買ったとき以外にも、税金を納めないといけない場合があります。まず、YouTuberや大工さんなど、自分で商売をしている人は、自分で税金を計算して税務署に申告し、所得税・住民税を納めます。このように、自分で税金を計算して申告することを「確定申告」といいます。また、会社などに勤めている人は、会社から支払われる毎月の給料の金額から所得税や住民税が差し引かれ、会社がまとめて税務署に納めます。会社などが毎月の給料から所得税や住民税を差し引き、税金を納めることを「源泉徴収」といいます。
このように、複数の種類・方法で、税金は集められています。

それでは、このように納められた税金は、どのようなところで使われているのでしょうか。

次のスライドにある施設の中で、税金を使って建てられたり、運営されたりしている施設はどれでしょうか。

～２人ほど当てて、答えてもらう～
正解は、赤で表示された施設です。皆さんが毎日通っている小学校や、遊んでいる公園にも、税金が使われています。
では、実際にどれくらいの金額が使われているか見ていきましょう。

私たちの身の回りには、国や、地方公共団体による「公共サービス」や「公共施設」があります。
具体的な「公共サービス」としては、私たちの安全を守るための警察、急に病気になったときに使う救急車、街をきれいにするためのごみ収集などがあり、「公共施設」としては、道路、学校、公園などがあります。

どれも税金により賄われており、警察・消防については、国民１人当たり約43,800円、ごみ処理については、国民１人当たり約20,900円、医療費については、国民１人当たり約141,500円負担していることになります。
また、道路を整備したりするのに、年間約1兆6,721億円、校舎・体育館などを建てたりするのに、年間約736億円の税金が使われています。

　皆さんが学校で勉強などをするのにも、税金は使われています。実際、どれくらいの税金が使われているかというと、小学生では、児童１人当たり１年間で約941,000円が使われています。

　このように、納められた税金は、「皆のために役立つ活動」や、「社会での助け合いのための活動」に使われており、こういった活動に必要な、たくさんのお金を皆で出し合って負担するのが「税金」です。
　つまり、税金は、皆で社会を支えるための「会費」のようなものです。

　ところで、今、説明したような、皆のために役立つ活動や社会での助け合いのための活動に、どれくらいのお金を使うかは、いったい誰が決めているのでしょうか。

　国での税金の使い道は、選挙で選ばれた、私たち国民の代表である国会議員が、国会で話し合って決めています。また、都道府県や市区町村での税金の使い道も、選挙で選ばれた都道府県や市区町村の議員が議会で話し合い決めています。
　つまり、私たちが選挙で選んだ議員が話し合って決めるのですから、税金の使い道を決める責任は、私たち国民や住民にあるのです。
　
ここで、実際に国会で話し合って決められた税金の使い道を見てみましょう。左側の円グラフが１年間の国の収入である「歳入」を表したもので、歳入には、お話してきました税金のほかに、国が借金することで集めたお金もあります。
これに対して、税金や借金により集めたお金をどのように使うか、1年間の国の支出である「歳出」を表したものが右側の円グラフになります。
国の予算は、「わたしたちの健康や生活を守るため」の「社会保障費」に1番多く使われています。
このように、1年間の収入と支出を決めたものを「予算」といいます。

それでは、私たちの住んでいる宮城県の予算はどうなっているでしょうか。
宮城県の令和７年度の予算は、県の収入・支出が１兆264億円です。左側のグラフを見ますと、県の収入は、県民の方から納められる「県税」や、県の借金である「県債」などがあります。そのようにして集めたお金は、右側のグラフを見ますと、教育や文化をさかんにするために多く使われていることが分かります。

それでは、他の県の予算はどうなっているのでしょうか。気になる地域の予算があれば、リンク先のそれぞれの地域の予算を見てみましょう。
（又は、１つ選択して皆で一緒にリンク先を見てみる）
～各自で見たい県の予算を見るため３～５分ほど待つ～
【リンク先補足説明】
①東北地方の他の県の予算：リンク先のページに掲載している各県の教材のデータを開き、12ページ目に同様に県の予算の円グラフを掲載しているため、自分たちが住んでいる県と比較してみる。
②東京都：リンク先を開くと、東京都予算案の全体像が閲覧できるため、財政規模を中心に比較してみる。
③兵庫県：リンク先に、兵庫県の予算の円グラフが掲載されているため、自分たちが住んでいる県と比較してみる。

　いかがでしたか。このように、地域によって人口や環境が違いますから、どのくらいのお金がかかるのか、何のためにお金がたくさんかかるのかが違います。例えば、人口が多い地域は、収入も支出も金額が大きくなり、雪が多い地域は除雪のためのお金が多くかかるなどの事情があります。

それでは、宮城県では実際にどんなことに税金が使われているのか、写真で見ながら学んでいきましょう。例えば、火災から私たちを守るためや（左上画像）、安全に通行するため（左下画像）に、税金が使われています。
また、皆さんが使う公共施設にも税金が使われています。例えば、宮城郡利府町にある宮城県総合運動公園・グランディ21（右上画像）も、税金によって造られました。同じように、仙台市にある宮城県図書館（右下画像）も、税金によって建てられました。なんと、これを建てるのに約153億円かかっています。このように、皆さんが使うものを建てるためにも、税金は使われています。
【補足説明】
授業の最後に「１億円レプリカの重さ体験」を実施する場合、ここで説明した総工費と繋げて、「先ほどお話しした宮城県図書館を建てるために、この１億円153個分の税金が使われています」と説明すると良い。

また、税金の使い道の中には、地震や大雨など、自然災害で被害に遭った人たちを助けるためや、崩れてしまった道路・建物等を直すために使われるものあります。
例えば、201１年に東日本大震災が起こり、たくさんの人が被害に遭い、大切なお家が壊れてしまった人や、道路などが壊れてしまった地域もたくさんあります。そういった人々や地域を助けるために、「復興特別税」という特別な税金があります。令和７年度では、約6,592億円の税金が、建物や道路の整備などのために使われています。
例えば、福島県相馬市では、被災直後から９年で、この写真のように復興が進んでいます。このように、復興を進めるためにはたくさんのお金が必要になりますが、そのお金は、皆から公平に集めた税金が使われています。

これまでお話してきたとおり、わたしたちの生活には、色々なところで税金が使われています。税金は、社会の一員として暮らしていくために納めなければならないものです。
税金を納めることは、国民の義務として憲法でも定められています。

今日は、税金の種類や税金の使い道などについてお話してきました。今日の授業の内容を振り返って、学んだことや気付いたこと、もっと詳しく知りたいと思ったことを、自由記入欄に入力してみてください。
そして、もう一度、「税金が必要かどうか」、改めて考えてみてください。
【補足説明】
本スライドは、授業時間に応じて使用し、児童たち数名に聞いて発表する時間を設けたり、自宅での復習や宿題等に活用しても良い。

今日の授業をきっかけに、もし税金について、もっと学びたいと思ったら、是非、国税庁ホームページの「税の学習コーナー」も見てみてください。








	【講師の方へ】＋αで行う内容のご紹介
①から③については、講師の方のご判断で選択し、ご活用ください。

	①１億円レプリカの重さ体験



②ワーク１




③ワーク２









（ワーク共通）
	授業の最後に行い、７・14スライド目で説明した予算・総工費等の金額と繋げて説明することで、税金の使い道についての理解をより深めることができます。
※　１億円レプリカは、税務署において貸出しも行っておりますので、お気軽に最寄りの税務署へお問い合わせください。

税金の使い道を決めよう（グループワーク可）（答えなし）
　街に必要な施設を作るために、限られた予算の中で、どれを選択するかについて考えることを通して、便利で安全な街づくりと税金の関わりを知ることができます。

２－１橋を作るために税金を集めよう（入門編）（グループワーク可）（答えなし）
２－２橋を作るために税金を集めよう（応用編）（グループワーク可）（答えなし）
　橋を作るために必要な税金の集め方を通して、税の「公平性」について考えることができます。
　ワーク２－１：各人ごとに年収が異なる
　ワーク２－２：各人ごとに年収・財産の状況が異なる
【補足説明】税の公平性の原則について
　税制の基本原則の中で最も大切なものであり、様々な状況にある人々が、それぞれの負担の能力に応じて分かち合うというもの。

・上記シナリオの流れで活用する場合は、16スライド目と17スライド目の間に使用されることをおすすめします。
・パワーポイント版（自動計算機能なし）とエクセル版（自動計算機能あり）を掲載していますので、使用する端末等に合わせてご活用ください。
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